利用料金及びお支払方法
（１）訪問介護
	区分
	提供時間
	公定価格
	利用者負担（１割）
	利用者負担（２割）
	利用者負担（３割）

	身体介護
	（１）２０分未満
	1,664円
	167円
	333円
	500円

	
	（２）２０分以上３０分未満
	2,491円
	250円
	499円
	748円

	
	（３）３０分以上１時間未満
	3,951円
	396円
	791円
	1,186円

	生活援助
	（12）２０分以上４５分未満
	1,827円
	183円
	366円
	549円

	
	（13）４５分以上
	2,246円
	225円
	450円
	674円
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（２）介護予防型訪問サービス（１月につき）
	サービス名称
	サービス内容
	公定価格
	利用者負担
（１割）
	利用者負担
（２割）
	利用者負担
（３割）

	介護予防型訪問サービスⅠ（１月につき）
	週１回程度
（要支援１・２、事業対象者）
	12,006円／月
	1,201円
	2,402円
	3,602円

	介護予防型訪問サービスⅡ（１月につき）
	週２回程度
（要支援１・２、事業対象者）
	23,983円／月
	2,399円
	4,797円
	7,195円

	介護予防型訪問サービスⅢ（１月につき）
	週２回を超える程度
（要支援２、事業対象者）
	38,052円／月
	3,806円
	7,611円
	11,416円








（３）加算について
1 通常の時間帯以外でサービスを行う場合には、次の割合が加算されます。
（訪問介護のみ）
	提供時間帯
	早朝
	夜間
	深夜

	時間帯
	午前６時から
午前８時まで
	午後６時から
午後１０時まで
	午後１０時から
翌午前６時まで

	加算割合
	２５％
	２５％
	５０％



2 ２人の訪問介護員が共同でサービスを行う場合は、ご利用者の同意の上で通常
の利用料金の２倍の料金を頂戴いたします。（訪問介護のみ）
　　　＊２人の訪問介護員が共同でサービスを行う例
　　　　Ａ　体重の重い方に対する入浴介助等の、重介護サービスを行う場合
　　　　Ｂ　暴力行為等が見られる方のサービスを行う場合
　　　　Ｃ　その他ご利用者の状況により適切と認められる場合

3 特定事業所加算については、当事業所は特定事業所加算（Ⅰ）となります。
所定単位数の２０%（特定事業所加算Ⅰ）を、ご利用負担額に合わせてご請求さ
せていただきます。（訪問介護のみ）

4 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した月に、サービス提供責任者が訪
問しサービス提供を行うか、サービス提供時に同行した場合に、加算します。
　　（訪問介護、介護予防型訪問サービス共通）
	
	公定価格
	利用者負担
（１割）
	利用者負担
（２割）
	利用者負担
（３割）

	初回加算
	2,042円
	205円
	409円
	613円


　　
5  介護職員等処遇改善加算については、当事業所は介護職員等処遇改善加算Ⅱ
となります。所定単位数の２２．４％を加算させて頂きます。
（訪問介護、介護予防型訪問サービス共通）
　

（４）その他
① 介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金（介護報酬の告示上の額（第1号訪問事業の場合は金沢市長が定める基準の額））の１割、2割又は3割負担となります。

②介護給付費の計算は１カ月単位で行いますので、端数処理の関係で上記の金額とは円単位の誤差が生じる事がございます。ご了承くださいませ。

③通常の事業の実施地域以内（金沢市）での交通費は無料です。ただし、通常の事業　実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関を利用した場合はその実費を、自動車を使用した場合の交通費は、下記の金額を徴収いたします。
・事業所から片道１０キロメートル未満　　500円
・事業所から片道１０キロメートル以上　　1,000円

④サービスご利用を中止する場合（キャンセル料金）
	ご利用日の前営業日の午後５時までに連絡があった場合
	無料

	ご利用日の前営業日の午後５時までに連絡がなかった場合
	介護保険規定料金の５０％


急なキャンセルの場合は至急ご連絡ください。
連絡先：ヘルパーステーション愛の風　　０７６－２９２－０８８５
※ただし、併設する住宅型有料老人ホーム愛の風へ入居され、当事業所をご利用の方につきましては、キャンセル料は請求しません。

5  介護報酬改定により介護報酬に変更があった場合、変更された額に合わせてご利用
者の負担額を変更します。

6  介護保険給付の支給限度額を超えてサービスをご利用される場合は、超えた部分については、サービスご利用料金の全額がご利用者の負担となります。

